
公 害 防 止 に 関 す る 協 定 書 

 
 

平成１７年１０月１１日締結   

        平成２０年４月１日一部改正   

平成２２年７月１日一部改正   

            平成３０年８月３１日一部改正   

   令和３年１０月１日一部改正   

 

 

  釧路市（以下「甲」という。）と日本製紙株式会社（以下「乙」という。）は、

市民の健康と環境保全の確保を目的とし、乙の釧路事業所（以下「事業所」と

いう。）について公害防止に関する協定を締結する。 

 

 

 

（基本原則） 

第１条 甲及び乙は、市民ひとしく健康で文化的な生活を享受する権利が保障  

されていることを認識し、人間尊重、生活優先、自然環境保全の精神を基本  

とし、相互にこの協定を誠実に履行するものとする。 

２  甲は、市民の総意を代表していることを自覚し、市民参加の原則に立って

その意志を尊重して公害の防止を図り、市民の健康と福祉の増進に努めるも

のとする。 

３  乙は、公害関係諸法令を遵守し、甲が行う公害行政に協力するとともに、  

事業所の事業活動により公害が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。 

（協定細目の制定） 

第２条 甲及び乙は、この公害防止協定に必要な具体的な事項を補完するため、

公害防止に関する協定細目書（以下「協定細目書」という。）を別に定め、こ

れを遵守するものとする。 

（公害防止対策） 

第３条 乙は、公害を防止するため、この協定で定める排出基準などを厳守す

るとともに、公害施設の補修、点検の励行に努め、細心の注意をもって操業

し、公害の未然防止に努めるものとする。 

（硫黄酸化物防止対策） 

第４条 乙は、ばい煙発生施設から排出する硫黄酸化物による大気の汚染を防



止するため、良質燃料の使用及び排煙脱硫装置等を設置することなどにより、

発生源対策を強化し、硫黄酸化物の低減化に努めるものとする。 

２ 乙は、硫黄酸化物の排出基準については、別に定める協定細目書第１条に

規定する排出基準を遵守するものとする。 

 （ばいじん防止対策） 

第５条 乙は、ばい煙発生施設から排出するばいじんによる大気の汚染を防止

するため、除じん装置等を整備することなどにより集じん効率の向上と防止

対策を強化し、ばいじんの排出の低減化に努めるものとする。 

２ 乙は、ばいじんの排出基準については、別に定める協定細目書第２条に規

定する排出基準を遵守するものとする。 

 （窒素酸化物防止対策） 

第６条 乙は、ばい煙発生施設から排出する窒素酸化物による大気の汚染を防

止するため、燃焼方法等の改善、適正化を図るとともに、燃料対策及び排煙

脱硝装置の設置等により窒素酸化物の排出の低減化に努めるものとする。  

２ 乙は、窒素酸化物の排出基準については、別に定める協定細目書第３条に

規定する排出基準を遵守するものとする。 

 （水銀防止対策） 

第７条 乙は、ばい煙発生施設から排出する水銀による大気の汚染を防止する

ため、水銀含有率の低い燃料を使用する等、水銀の排出の低減化に努めるも

のとする。 

２ 乙は、水銀の排出基準については、別に定める協定細目書第４条に規定す

る排出基準を遵守するものとする。 

（水質汚濁防止対策） 

第８条 乙は、排出水処理施設等から排出する水質の汚濁を防止するため、蒸

解廃液の回収、排水処理施設の整備等により泡沫の防止と水質の浄化を図り、

総合排出口における排出量及び汚濁負荷量の低減化に努めるものとする。  

２ 乙は、総合排出口から排出する排水総量及び水質の排出基準については、

別に定める協定細目書第５条に規定する排出基準を遵守するものとする。 

（悪臭防止対策） 

第９条 乙は、悪臭発生施設から排出する悪臭を防止するため、悪臭ガスの漏

出及び拡散を有効に防止する措置を講じ、特に蒸解釜及び黒液濃縮施設等か

ら発生する臭気ガスを集中、燃焼させ悪臭の除去を行うなどの脱臭方法の改

善を図り、悪臭の排出の低減化に努めるものとする。 

２ 乙は、事業所から排出する悪臭物質の排出基準については、別に定める協

定細目書第６条に規定する排出基準を遵守するものとする。 

（騒音防止対策） 



第１０条 乙は、事業所内の施設から発生する騒音の大きさ、音質、発生頻度

に応じて、防音カバー、吸音サイレンサー等の設置をするなどの措置を講じ、

騒音の低減化に努めるとともに、特に夜間については、静穏の確保のため、

その低減に努めるものとする。また、安全弁試験等の際は、事前に甲に連絡

するものとする。 

２ 乙は、事業所から発生する騒音の基準については、別に定める協定細目書

第７条に規定する基準を遵守するものとする。 

（汚染物質等の測定） 

第１１条 乙は、別に定める協定細目書第８条に規定する汚染物質等の測定を

行い、その結果を甲に報告するものとする。 

２  乙は、前項の測定にあたって、必要に応じ甲の立会いを認めるものとする。 

（公表） 

第１２条 甲は、前条に基づく報告の内容について、公表できるものとする。 

２  乙は、事業所にかかる公害防止の計画及び実績などについて努めて公表す

るものとする。  

（チップ粉じん飛散防止対策） 

第１３条 乙は、チップの搬入、移送、貯蔵に伴って発生するチップ粉じんの

飛散を防止するため、必要な設備及び装置等の改善を図り、飛散の防止に努

めるものとする。 

（産業廃棄物の処理対策） 

第１４条 乙は、事業活動に伴って生じる産業廃棄物を処理するにあたっては、

関係法令を遵守するほか、再生利用等による減量化に努めるとともに、自ら

の責任において、これによる公害又は環境汚染を生じないよう適正に処理す

るものとする。   

（立入調査等） 

第１５条  甲は、この協定事項を適正に実施するため必要があるときは、乙に

対し、その設置する公害関係施設の状況、事故の状況、排出状況の測定結果

その他の必要な事項の報告を求め、また、随時乙の事業所内に立ち入り、操

業状況、施設その他の物件、関係帳簿書類等の調査をすることができるもの

とし、乙はこれに積極的に協力するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により報告された事項及び同項の規定によって行った立

入調査の結果を、必要に応じ公表できるものとする。 

（事故時の措置） 

第１６条 乙は、事業所設備について故障、破損その他の事故が発生し、汚染

物質を多量に排出したときは、直ちにその事故について、操業の一時停止等

必要な措置を講じ、すみやかに復旧するとともに、甲に対しその状況を通報



するものとする。 

（被害補償） 

第１７条 乙は、常時操業の安定化に努め、万一被害を与えたときは、すみや

かに防止対策を講じ、その被害を補償するものとする。 

（あっせん、仲介） 

第１８条  甲は、乙の事業活動に伴う公害問題の苦情及び紛争が生じた場合、

当事者の求めに応じ、そのあっせん又は仲介に努めるものとする。 

（環境の整備） 

第１９条 乙は、事業所敷地内の環境整備及び緑化を行い、環境の美化に努め

るものとする。 

（公害防止教育と管理） 

第２０条 乙は、従業員に対し公害に関する教育訓練又は研修を計画的に実施

して、公害の防止に対する積極的な意欲の高揚を図るとともに、公害防止の

ための命令、指示等がすみやかに従業員に徹底するように努めるものとする。 

（設備の改善） 

第２１条  乙は、公害防止技術の開発に努めるとともに、公害防止技術を積極  

的に導入し、関係設備等の改善に努めるものとする。 

（公害防止技術開発の成果報告等） 

第２２条 乙は、前条による技術開発の成果を毎年甲に報告するものとする。 

２  乙は、特に排出水の着色除去及び水温の低下措置並びに悪臭除去技術の開

発に努めるものとする。 

（事前協議） 

第２３条 乙は、公害発生のおそれのある設備を設置又は変更しようとすると  

きは、事前に甲と協議し、かつ、公害防止に関する甲の意見を尊重するもの

とする。 

（関連企業に対する責務） 

第２４条 乙は、下請けその他の関連企業に対し、事業所構内において公害及

び事故を発生させないよう積極的に指導、監督を行うとともに、万一公害を

発生させたときは、乙が窓口となり責任をもってその補償、防止対策その他

の問題の解決にあたるものとする。 

（協定の改定等） 

  第２５条 甲及び乙は、この協定書に規定する数値等について毎年一回検討を加

え、改定を必要とする場合は、見直しするものとする。 

２  この協定書に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、若し

くはこの協定書に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定書に

定める事項を変更する必要が生じたときは、その都度甲、乙協議して定める



ものとする。 

 

 

この協定書の発効は、令和３年１０月１日からとする。 

 

 

 令和３年１０月１日 

 

 

甲 釧路市 

              釧路市長        蝦 名  大 也  

 

 

乙 日本製紙株式会社 

              代表取締役社長     野 沢  徹 

 

 

上記代理人 

日本製紙株式会社釧路事業所 

事業所長        本 田  義 継  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公 害 防 止 に 関 す る 協 定 細 目 書 

 

 

平成１７年１０月１１日締結   

平成２０年４月１日一部改正   

平成２２年７月１日一部改正   

平成３０年８月３１日一部改正   

令和３年１０月１日一部改正   

令和６年２月１日一部改正 

令和６年１１月５日一部改正   

 

 

  釧路市（以下「甲」という。）と日本製紙株式会社（以下「乙」という。）は、

乙の釧路事業所（以下「事業所」という。）の公害防止に関する協定書（以下「協

定書」という。）第２条の規定に基づき、次のとおり公害防止に関する協定細目

を締結する。 

 

 

（硫黄酸化物の排出基準等） 

第１条 協定書第４条第２項に規定する硫黄酸化物の排出基準は、次のとおり

とする。ただし、排出量は、手分析の測定値とする。 

 

設備 主燃料 
排出量 

表示単位（㎥Ｎ/ｈ） 

排出濃度 

表示単位（ｐｐｍ） 

Ｎ-１号ボイラー 石炭 ９６．６ ３２０以下 

 

 （ばいじんの排出基準） 

第２条 協定書第５条第２項に規定するばいじんの排出基準は、次表のとおり

とする。 

 

設備 
排出濃度 

表示単位（ｇ／㎥Ｎ） 

Ｎ-１号ボイラー ０．０８以下 

 



 （窒素酸化物の排出基準） 

第３条 協定書第６条第２項に規定する窒素酸化物の排出基準は、次表のとお

りとする。 

 

設備 
排出濃度 

表示単位（ｐｐｍ） 

Ｎ-１号ボイラー ２５０以下 

  

（水銀の排出基準） 

第４条 協定書第７条第２項に規定する水銀の排出基準は、次表のとおりとす

る。 

 

設備 
排出濃度 

表示単位（㎍／㎥Ｎ） 

Ｎ-１号ボイラー １０以下 

 

（排出水の排水基準等） 

第５条 協定書第８条第２項に規定する総合排出口から排出する排水総量及び

水質の排出基準は、次のとおりとする。 

（１）総合排出口から排出する排水総量は、次表のとおりとする。 

一日当たりの排水総量の排水基準値 

排出基準 

表示単位（㎥/日） 

１９９，９２０以下 

 

（２）総合排出口から排出する水質の排出基準値は、次表のとおりとする。 

水質項目 水質基準 

ｐＨ（水素イオン濃度） ５．８以上８．５以下 

 表示単位（ｍｇ／L） 

ＣＯＤ（化学的酸素要求量） 
最大値 １６０以下 

日間平均値 １２０以下 

ＳＳ（浮遊粒子状物質） 
最大値 ９０以下 

日間平均値 ７０以下 

 

（悪臭物質の排出基準） 

第６条 協定書第９条第２項に規定する悪臭物質の排出基準は、事業所の敷地

境界にて悪臭防止法で定義する臭気指数１５以下とする。 

 

 



 （騒音の基準） 

第７条 協定書第１０条第２項に規定する騒音の基準は、次表のとおりとする。 

  騒音の基準値 

時間帯区分 時間帯 
騒音基準 

表示単位（デシベル（Ａ）） 

朝 午前６時から午前８時まで ５５以下 

昼 午前８時から午後７時まで ６５以下 

夕 午後７時から午後１０時まで ５５以下 

夜 午後１０時から翌日の午前６時まで ５５以下 

 

（汚染物質等の測定及び報告） 

第８条 協定書第１１条第１項に規定する汚染物質等の測定及び報告について

は、次表のとおりとする。 

測定項目 測定方法 測定回数 測定箇所 報告 

排煙中の硫黄酸

化物濃度 

連続測定

計 
連続 

石炭ボイラー 

の排出口 
四半期ごと 

排煙中の窒素酸

化物濃度 

連続測定

計 
連続 

石炭ボイラー 

の排出口 
四半期ごと 

排煙中の硫黄酸

化物量と濃度 
手分析 

２ヵ月を超え

ない作業期間

毎に 1回以上 

石炭ボイラー 

の排出口 
測定の都度 

排煙中のばいじ

ん濃度 
手分析 

２ヵ月を超え

ない作業期間

毎に 1回以上 

石炭ボイラー 

の排出口 
測定の都度 

排煙中の窒素酸

化物濃度 
手分析 

２ヵ月を超え

ない作業期間

毎に 1回以上 

石炭ボイラー 

の排出口 
測定の都度 

排煙中の水銀濃

度 
手分析 

４ヵ月を超え

ない作業期間

毎に 1回以上 

石炭ボイラー 

の排出口 
測定の都度 

排煙中の硫黄酸

化物濃度・窒素

酸化物濃度・ば

いじん濃度 

手分析 

６ヵ月を超え

ない作業期間

毎に 1回以上 

パッケージボイラ

ーの排出口 
測定の都度 

総排水量 － 毎日 総合排出口  毎月 

ｐＨ － 毎日 総合排出口 毎月 

ＣＯＤ － 週３回 総合排出口 毎月 

ＳＳ － 週３回 総合排出口 毎月 

悪臭物質濃度 － 年１回※ 事業所境界１定点 測定の都度 

騒音の大きさ － 年２回 事業所境界１定点 測定の都度 



※ 悪臭物質濃度については、悪臭が発生する可能性のあるボイラー燃料を使

用する場合にのみ測定を実施するものとする。 

２  乙が行う汚染物質等の測定は、関係法令に定める測定方法によるものとし、

特に定めのないものについては、一般的に用いられている方法による。 

３  第１項の規定による乙の報告については、甲が定める報告様式によって行  

うものとする。 

 

（苦情被害の窓口等） 

第９条  乙の事業活動に起因する苦情等に対する付近住民との折衝窓口は、次

のとおりとする。 

甲  市民環境部環境保全課         責任者  環境保全課長 

乙  日本製紙釧路エネルギー㈱ 安全環境課 責任者  安全環境課長 

 

（公害発生のおそれのある設備） 

第１０条 協定書第２３条に規定する「公害発生のおそれのある設備」とは、

電気事業法、公害関係法令によりその設置又は変更に当たって届出が必要と

されている設備及びこれに準ずる設備をいう。 

 

（本操業の開始等） 

第１１条  乙は、協定書第２３条の規定による協議をした設備が試験操業に入

る場合は、事前に甲にその期間を通知するものとする。 

２  甲は、前項の期間に事業所内に立ち入り、協定数値等の遵守について確認

するものとする。 

    この場合、甲の指定する第三者の同伴を、乙は認めるものとする。 

３  乙は、前項の規定による確認のあとでなければ、本操業を開始しないもの  

とする。 

 

（細目の改定等） 

第１２条  この細目書に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、

若しくはこの細目書に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの細目

書に定める事項を変更する必要が生じたときは、甲、乙協議して定めるもの

とする。 

 



 

この協定細目書の発効は、令和６年１１月５日からとする。 

 

 

 令和６年１１月５日 

 

 

甲 釧路市 

              釧路市長        鶴 間  秀 典 

 

 

乙 日本製紙株式会社 

              代表取締役社長     野 沢  徹 

 

 

上記代理人 

日本製紙株式会社釧路事業所 

事業所長        林  賀 津 昭   

 

  

 


